
                                                                            別添様式 

水間鉄道株式会社に対する業務監査の実施結果 

項   目 主な取組み状況 所  見 所見に対する回答 

１．地震などの大規模災

害時における旅客の避

難誘導に関する事項 

（１）旅客の避難誘導に

ついて 

①対応マニュアルの整

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②対応した訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水間鉄道株式会社（以下、「水

間鉄道」という。）においては、

災害などの異常時における対応

について、「津波警報（大津波・

津波）発表時の取扱い要領」「大

地震警報発表時の取扱い要領」

「運転取扱実施基準」「緊急時救

急体制整備心得」を規定し、災

害や緊急事態が発生した場合の

対処方を定めている。 

 

・平成２６年度における避難誘

導訓練については、消防署と連

携し、駅構内の出火を想定した

通報、避難誘導、消火訓練を実

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害時における旅客の避難

誘導は、駅係員・乗務員の的

確な指示が重要であることか

ら、今後は、災害時を想定し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・毎年実施している異常時訓

練（９月）／消防訓練（１月）

で旅客に対する避難訓練を

より重要視した内容の訓練



 

 

 

③自治体等関係者との

調整 

 

 

 

 

 

 

 

④社員等への研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）振替・代行輸送に

施している。 

 

 

・路線のすべてが貝塚市内にあ

る水間鉄道は、貝塚市の定める

「地域防災計画」に、災害時等

における対応の位置付けが示さ

れている。 

・年１回開催される貝塚市防災

会議に委員として出席し、防災

担当者との連携を図っている。 

 

・水間鉄道では、全社員に対し

年間１６時間の教育研修を実施

しており、緊急対応時における

連絡体制等の確認や、有人駅及

び無人駅における旅客案内など

に取り組んでいる。また、平成

２６年度においては、変電所の

異常を想定した対応訓練も実施

している。 

 

・水間鉄道では他社への振替輸

た旅客の避難誘導訓練の実施

について検討されたい。 

 

・災害時には地元自治体との

連携が極めて重要であり、今

後は、自治体関係者と連携し

た災害時の避難誘導訓練の実

施について検討されたい。 

 

 

 

 

・危機管理能力の向上は、旅

客の避難誘導を行う上で重要

であり、今後も様々な状況を

想定し、継続した教育の実施

が期待される。 

 

 

 

 

 

・今後は、職員への周知のた 

を実施予定。 

 

 

・市役所危機管理室が中心と

なり、毎年実施している災害

時避難誘導訓練に、公共交通

として参加出来るよう社内

外で調整を図っていきます。 

 

 

 

 

・年間４回実施している業務

教育で、旅客の安全な避難誘

導に関する内容の講習資料

を作成し、各人への教育を充

実させ危機管理能力の向上

に努めてまいります。 

 

 

 

 

・代替輸送発令に関するマニ



ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．運賃等に関する事項 

（１）運賃の誤表示・誤

収受について 

 

 

 

（２）福祉割引について 

 

 

 

 

送はなく、自社が運営するバス

事業により振替輸送を行ってい

る。代替輸送については、概ね

３０分以上の運転見合わせが予

測されると判断した場合に実施

することとしている。 

・利用者への情報提供は、運転

指令から駅に一斉放送を行うと

ともに、社員の途中駅への配置

等により対応することとしてい

る。 

 

・水間鉄道では、過去３ヶ年に

おける誤表示及び誤収受につい

ては発生していない。また、前

回監査時においても発生してお

らず、適切に実施されている。 

 

・水間鉄道では、身体障害者及

び知的障害者に対する運賃の割

引措置が導入されている。 

 

 

めの発令手順のマニュアル 

化、利用者に対するホームペ 

ージを利用した情報提供につ 

いても検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も継続した教育を実施

することなどにより、誤表

示・誤収受等の防止に努めら

れたい。 

 

 

・福祉割引については、精神

障害者の割引の導入、障害者

用ＩＣカードの導入等の要望

が障害者団体等から国土交通

省に寄せられており、これら

ュアルの作成を検討中です。

利用者への情報提供につい

て今後、情報提供内容等を検

討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・継続して努力いたします。 

 

 

 

 

 

・大手鉄道事業者の動向によ

り、検討を図りたいと考えま

す。 

 

 



 

 

 

 

 

 

（３）ＩＣカードシステ

ムについて 

 

 

 

 

 

 

 

３．ＩＣカード障害発生

時における対応に関す

る事項 

（１）情報連絡体制の確

立について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水間鉄道では、平成２１年６

月１日からスルッとＫＡＮＳＡ

Ｉ共通ＩＣカ―ドシステム「Ｐ

ｉＴａＰａ」を導入している。 

また、「交通系ＩＣカードの全

国相互利用サービス」について

も平成２５年３月のサービス開

始時から対応している。 

 

 

 

 

・水間鉄道が加盟しているスル

ッとＫＡＮＳＡＩでは、ＩＣカ

ードシステムに係る社局サー

バ、改札機等に障害が発生した

場合に備え、「障害発生時連絡先

の要望を踏まえ、国土交通省

としては水間鉄道に対しても

理解と協力を求めているとこ

ろであり、前向きな検討を期

待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

（２）不具合時の早期発

見のための対策 

 

 

 

 

（３）不具合時における

応急対応体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ＩＣカードに係る情

報管理に関する事項 

記入シート」にて担当者を明確

にし、「障害発生時連絡ルート」

において緊急時の対応体制を整

備している。 

 

・ＩＣシステム関係機器類に異

常等の予兆があれば、速やかに

本社担当者及び検車担当者まで

連絡するよう体制を定めてい

る。 

 

・機器の不具合については、「Ｆ

ＮＳ型運賃箱メンテナンスモー

ド説明書」に基づき対応し、助

役等に対する講習会も実施して

いる。 

・保守サービス会社による対応

体制についても「ＰｉＴａＰａ

ネットワーク保守契約書」によ

り整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）個人情報の保護に 

対する内部規程等の整 

備 

 

 

（２）個人情報を取り扱 

う社員に対するセキュ 

リティ対策 

 

 

 

 

 

 

（３）情報管理体制、情 

報漏えい防止のための 

対策 

 

 

（４）情報漏えい発生状

況 

 

 

・水間鉄道では、ＰｉＴａＰａ

セキュリティーポリシー基本方

針に基づき「個人情報保護規程」

を定め、運用されている。 

 

・「情報管理・取扱規程」を定め、

情報セキュリティの確保に努め

ている。 

  

 

 

 

 

 

・「個人情報保護規程」「情報 

管理・取扱規程」に基づき「セ 

キュリティ責任体制」を定め、 

責任の明確化を図っている。 

 

・現在までＩＣカードに係る情 

報漏えい事案の発生はない。 

 

 

 

 

 

 

 

・ＩＣカードの端末機器につ

いては、備え付けのカードに

よる認証方式としており、取

扱う助役等担当者が少ないと

はいえ、今後はセキュリティ

確保の観点から個人認証方式

について検討することが望ま

れる。 

 

 

 

 

 

 

・今後も引き続き適切かつ積 

極的な取り組みが期待され 

る。 

 

 

 

 

 

 

・認証カードは備え付けでは

なく、個人認証方式になるよ

う検討を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・継続して努力いたします。 



５．その他のサービスに

関する事項（前回監査の

フォローアップも含む） 

（１）女性に配慮した車

両（いわゆる「女性専用

車両」）について 

 

 

（２）ハンドル型電動車

いすへの対応について 

 

（３）前回監査のフォロ

ーアップについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鉄道警察隊から要請を受けて

はいるが、終日２両編成での運

行であり、女性専用車両は導入

していない。 

 

・自社線内各駅相互間において

利用可能としている。 

 

・駅における営業規則ダイジェ

スト版の掲出 

・ＩＣカード機器導入に伴う各

駅乗降口にサイン表示の実施 

・貝塚駅のバリアフリー化 

 以上の事項について、実施さ

れていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


